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申
告
が
必
要
な
方

（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

３１

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

（
２
）
給
与
所
得
者
で
、
次
の
①

～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

　
②　
年
中
に
退
職
し
、　

年
１

３０

３１

月
１
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い
方

　
③
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
所
得
税
で
は
、

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が　
万
円
以
下
の
方
は
確
定
申
告

２０
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

市
民
税
・
都
民
税
は
申
告
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
）

（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

３１

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
事
業
所
、
家
屋
敷
を

有
す
る
方

　
※
確
定
申
告
が
不
要
な
方
（
例

＝
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
４
０

０
万
円
以
下
で
そ
の
他
の
所
得
が

　
万
円
以
下
の
場
合
）
も
、
市
民

２０税
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
の
必
要
が
な
い
方

（
１
）前
記「
申
告
が
必
要
な
方
」

に
該
当
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
税
務
署
に
提
出
し
た
方

（
２
）
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

（
３
）
同
居
の
方
で
税
法
上
の
扶

養
に
な
っ
て
い
る
方

　
※
合
計
所
得
金
額
が
１
０
０
０

万
円
を
超
え
て
い
る
方
の
配
偶
者

は
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。

（
４
）　

年
中
か
ら
継
続
し
て
、

３０

生
活
保
護
の
う
ち
生
活
扶
助
を
受

け
て
い
る
方

前
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た
方

も
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
を

　
前
年
（　
年
）
中
に
、
病
気
･

３０

失
業
・
学
生
な
ど
の
理
由
で
収
入

が
な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面

の
「
収
入
の
な
か
っ
た
方
の
記
入

欄
」
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定

や
非
課
税
証
明
書
発
行
な
ど
の
資

料
に
な
り
ま
す
。

市
民
税
・
都
民
税
の 

申
告
書
が
届
か
な
い
方

　
申
告
書
は
昨
年
申
告
し
た
方
に

郵
送
し
ま
し
た
が
、
該
当
す
る
方

で
届
か
な
い
場
合
は
、
課
税
課
市

民
税
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
な

お
、
申
告
書
な
ど
は
、上
の
原・滝

山・ひ
ば
り
が
丘
の
各
連
絡
所
、東

部
地
域
セ
ン
タ
ー
、
わ
く
わ
く
健

　
高
額
療
養
費（
外
来
年
間
合
算
）

制
度
は
、
年
間
を
通
し
て
高
額
な

外
来
診
療
を
受
け
て
い
る
方
の
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
自
己
負
担

額
が
年
間
上
限
額
（　
万
４
０
０

１４

０
円
）
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の

超
え
る
部
分
の
金
額
を
支
給
す
る

制
度
で
す
。

　
２
月
以
降
に
、
国
民
健
康
保
険

は
支
給
対
象
世
帯
へ
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
は
対
象
者
の
う
ち
口

座
が
未
登
録
の
方
へ
、
勧
奨
通
知

を
送
付
し
ま
す
。

　
【
対
象
期
間
】　
年
８
月
１
日
～

２９

　
年
７
月　
日

３０

３１

　
【
対
象
】　
歳
以
上
で
７
月　
日

７０

３１

現
在
、
所
得
区
分
が
一
般
ま
た
は

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

　
詳
し
く
は
国
民
健
康
保
険
に
つ

い
て
が
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保

険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
が

同
課
高
齢
者
医
療
係
☎
４
７
０
・

７
８
４
６
へ
。

　
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療

養
費
制
度
は
、
医
療
保
険
（
市
の

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
、
そ
の
他
会
社
の
健
康
保

険
な
ど
）
と
介
護
保
険
の
両
方
を

利
用
す
る
世
帯
の
自
己
負
担
軽
減

を
目
的
と
し
た
給
付
制
度
で
す
。

　
世
帯
単
位
で
毎
年
８
月
１
日
か

ら
１
年
間
の
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
負
担
額
の

合
計
が
、
所
定
の
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
対
象
に

な
り
ま
す
。
申
請
し
て
認
め
ら
れ

る
と
、
所
定
の
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
分
が
、
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
か
ら

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
※
計
算
の
結
果
、
５
０
０
円
以

下
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
【
勧
奨
を
行
う
計
算
対
象
期
間
】

　
年
８
月
１
日
～　
年
７
月　
日

２９

３０

３１

　
【
申
請
先
】　
年
７
月　
日
現
在

３０

３１

で
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険

　
【
申
請
方
法
・
問
い
合
わ
せ
先
】

２
月
以
降
、
支
給
対
象
者
へ
勧
奨

通
知
を
送
付
し
ま
す
。
同
封
の
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

次
の
通
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い

　
①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
方

＝
申
請
書
、
被
保
険
者
証
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ
ー
ド

ま
た
は
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
、

認
め
印
を
保
険
年
金
課
国
民
健
康

保
険
係
（
市
役
所
１
階
）
へ
持
参

を
。
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・

７
７
３
３
へ

　
②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
の
方
＝
申
請
書
を
同
課
高
齢
者

医
療
係
（
市
役
所
１
階
）
へ
郵
送

ま
た
は
持
参
を
。
詳
し
く
は
同
係

☎
４
７
０
・
７
８
４
６
へ

　
③
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
に
加

入
の
方
（
①
・
②
以
外
）
＝
申
請

に
は
、
市
の
介
護
保
険
の
自
己
負

担
額
証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
加
入
し
て
い
る
健
康
保

険
組
合
な
ど
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い

　
④
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
証

明
書
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
に

関
す
る
こ
と
＝
介
護
福
祉
課
介
護

サ
ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
５

０
へ

康
プ
ラ
ザ
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　
申
告
書
▼
印
鑑
▼
個
人
番
号
確

認
書
類
（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）
と

本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

　
な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人

番
号
）
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、

同
カ
ー
ド
の
み
で
個
人
番
号
確
認

と
本
人
確
認
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
個
人
番
号
確
認
書
類
と

本
人
確
認
書
類
の
写
し
▼
源
泉
徴

収
票
（　
年
分
。
源
泉
徴
収
票
が

３０

な
い
場
合
は　
年
中
の
収
入
の
分

３０

か
る
も
の
）
▼
控
除
の
た
め
の
必

要
書
類
（
例
＝
生
命
保
険
料
の
控

除
証
明
書
、
地
震
保
険
料
な
ど
の

支
払
証
明
、
医
療
費
の
明
細
書
、

障
害
者
手
帳
。
要
介
護
の
方
は
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
、
勤
労

学
生
は
在
学
証
明
ま
た
は
学
生
証

な
ど
）

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
市
役
所
で
受
け
付
け
る
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
で
は
、
所
得

税
の
還
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
市
役
所
で
受
け
ら
れ
る
確
定
申

告
は
、
市
役
所
・
各
会
場
の
い
ず

れ
も
次
の
も
の
に
な
り
ま
す
。

（
１
）
提
出
の
み
の
方　
内
容
が

記
入
さ
れ
て
い
て
、
お
預
か
り
す

る
だ
け
の
も
の

（
２
）
簡
易
な
申
告
の
方　
確
定

申
告
書
Ａ
様
式
の
範
囲
の
方

　
※
Ａ
様
式
の
範
囲
で
も
、
次
の

場
合
を
除
き
ま
す
。▼
雑
損
控
除・

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
１
年
目
の
方
▼

営
業
・
不
動
産
・
農
業
・
利
子
・

譲
渡
・
分
離
課
税
対
象
（
土
地
・

建
物
・
株
式
の
譲
渡
、
分
離
課
税

の
配
当
、
先
物
取
引
、
退
職
等
）

の
所
得
が
あ
る
場
合
▼　
年
分
以

３０

外
の
確
定
申
告
で
あ
る
場
合
▼
特

定
増
改
築
等
、
外
国
税
額
控
除
、

住
宅
耐
震
改
修
等
、
災
害
減
免
の

申
告
の
場
合

　
な
お
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る

場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
医
療
費
の

明
細
書
の
作
成
や
合
計
額
の
計
算

を
し
た
上
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

領
収
書
の
添
付
は
不
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
私
た
ち
の

健
康
と
生
命
を
守
る
大
切
な
制
度

で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な

運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
退
職
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】
１
５
１
件

　
【
診
療
費
】２
０
６
万
５
４
９
０

円
（
前
年
度
比　
・
６
％
）
▼
１

１７

件
当
た
り
の
金
額
＝
１
万
３
６
７

９
円
　
※
出
典
は
国
民
健
康
保
険
毎
月

事
業
状
況
報
告
（　
月
報
）。

１０

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

◎
一
般
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】２
万
３
８
５
５
件

　
【
診
療
費
】６
億
３
０
７
２
万
４

８
５
０
円
（
前
年
度
比
１
０
４
・

２
％
）
▼
１
件
当
た
り
の
金
額
＝

２
万
６
４
４
０
円
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民
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確
定
申
告
会
場
の
開
設
に
つ
い
てててててててててててててててててててててててててててててててててて

申
告
と
相
談
は
市
役
所
２
階
特
設
窓
口

申
告
と
相
談
は
市
役
所
２
階
特
設
窓
口
へへ

（
日
程
・
混
雑
予
想
は
左
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い

（
日
程
・
混
雑
予
想
は
左
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
））

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

高
額
療
養
費
（
外
来
年
間
合
算
）
支
給
申
請
の

勧
奨
通
知
を
送
付
し
ま
す

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費

支
給
申
請
の
勧
奨
通
知
を
送
付
し
ま
す

市民税・都民税および確定申告の申告会場
受付時間日程会場

午前９時半〜正午
午後２時〜４時

２月１日（金）
・４日（月）

わくわく健康プラザ
１階講堂

２月５日（火）東部地域センター
１階講習室

２月６日（水）南部地域センター
２階講習室

午前９時〜１１時半
午後１時〜４時半２月１４日（木）

竹丘地域市民センター
第５会議室
（清瀬市竹丘１－１１－１）

申告書作成に補助が必要な方＝
午前８時半〜午後４時▼提出の
みの方＝午前８時半〜午後５時

２月１８日（月）
〜３月１５日（金）

市役所２階
２０４・２０５会議室

申告書作成に補助が必要な方＝
午前９時〜午後３時半▼提出の
みの方＝午前９時〜午後４時

２月２４日（日）
休日窓口
市役所２階
２０４・２０５会議室

申告書作成に補助が必要な方＝
午後４時〜７時半▼提出のみの
方＝午後５時〜８時

２月２８日（木）、
３月１１日（月）

夜間窓口
市役所２階
２０４・２０５会議室
※竹丘地域市民センターの場所は、市ホームページで確認できます。
※申告書提出のみの方と申告書作成に補助が必要な方では、受付終了時間が
異なります。作成に補助が必要な方は夜間窓口を除き午後４時までにお越
しください。

申告受け付けの混雑予想
市役所

日土金木水火月曜日
２４２３２２２１２０１９２／１８月／日

 
休み

     午前

      午後

３２３／１２８２７２６２５

休み
     午前

     午後

１０９８７６５４

休み
     午前

     午後

 ＝大変混雑
します

 ＝混雑しま
す

 ＝比較的す
いていま
す

１５１４１３１２１１

     午前

     午後

市役所以外
１４日（木）６日（水）５日（火）４日（月）１日（金）２月
竹丘地域市
民センター

南部地域
センター

東部地域
センターわくわく健康プラザ会場

     午前

     午後

※昨年の実績に基づいた予想のため、実際の混雑状況とは異なる場
合があります。

※初日と受付終了間際は大変混雑します。また、正午前後の時間帯
は、対応できる職員に限りがあります。混雑時期を避けるなど、
ご協力をお願いします。

※雨天時など悪天候の場合は、比較的空いていると予想されます。

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民
健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健
康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康
保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保

国
民
健
康
保
険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険

　

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分
ののののののののののののののののののののののののののののののののの
診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診
療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療
費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費
ををををををををををををををををををををををををををををををををを
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知
ららららららららららららららららららららららららららららららららら
せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
ししししししししししししししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままままままままままままままま

年
７
月
分
の
診
療
費
を
お
知
ら
せ
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３０００００００００００００００００００００００００００００００００３０

次
世
代
育
成
支
援
の
た
め 

４
月
か
ら
産
前
産
後
期
間
の 

国
民
年
金
保
険
料
が 

免
除
に
な
り
ま
す

　
今
年
の
４
月
１
日
か
ら
、
国

民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の
産

前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保
険

料
の
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

免
除
が
認
め
ら
れ
た
期
間
は
、

保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し

て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に

反
映
さ
れ
ま
す
。

　
【
免
除
期
間
】出
産
予
定
日
ま

た
は
出
産
日
の
月
の
前
月
か
ら

４
カ
月
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
の
月

の
３
カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
）、保

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　
※
出
産
と
は
、
妊
娠　
日
（
４

８５

カ
月
）
以
上
の
出
産
を
い
い
ま
す

（
死
産
、
流
産
、
早
産
を
含
む
）。

　
【
対
象
者
】国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
で
、
出
産
日
が　
年
２
月

３１

１
日
以
降
の
方

　
【
必
要
書
類
】次
の
①
と
②（
ま

た
は
①
と
③
）。
①
出
産
日・予
定

日
が
分
か
る
物
＝
出
産
前
に
届
け

出
る
場
合
は
母
子
手
帳
。
出
産
後

に
届
け
出
る
場
合
は
不
要
（
た
だ

し
、
被
保
険
者
と
子
が
別
世
帯
の

場
合
は
出
生
証
明
書
な
ど
出
産
日

お
よ
び
親
子
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
書
類
）
②
基
礎
年
金
番
号
で
届

け
出
る
場
合
＝
年
金
手
帳
な
ど
基

礎
年
金
番
号
が
分
か
る
物
③
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
で
届
け
出
る
場
合
＝
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ

ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
、
個
人
番

号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
い

ず
れ
か
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
以
外
の
場
合
は
運
転
免
許
証

な
ど
の
身
元
確
認
書
類
も
必

要
）
　
※
郵
送
で
届
け
出
る
場
合
は

①
と
②
（
ま
た
は
①
と
③
）
の

写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
そ
の
他
】届
け
出
用
紙
は
４

月
か
ら
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（https://www.nenkin

.go.jp/

）
か
ら
取
得
で
き
ま
す

　
【
届
け
出
方
法
】出
産
予
定
日

の
６
カ
月
前
か
ら
（
届
け
出
が

で
き
る
の
は　
年
４
月
か
ら
）、

３１

必
要
書
類
と
認
め
印
を
持
参
の

上
、
市
役
所
保
険
年
金
課
へ

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。


